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子ども家庭課 

 

 議案第５号 

港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例について 

 

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和４年厚

生労働省令第１５９号）等の施行による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

（昭和２３年厚生省令第６３号）の一部改正等を踏まえ、港区児童福祉施設の設備

及び運営に関する基準を定める条例（令和２年港区条例第５１号。以下「条例」とい

います。）の一部を改正します。 

 

１ 改正理由 

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等の施行によ

り、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部が改正されました。 

この改正により、次の７点が追加され、又は削除されたことを踏まえ、条例の一部

を改正します。 

（１）児童福祉施設における児童の安全の確保に関する計画の策定 

（２）自動車運行時の所在確認 

（３）児童福祉施設と他の社会福祉施設が併設している場合の設備及び人員の専従規

定の緩和 

（４）懲戒に係る権限の濫用禁止の削除 

（５）児童福祉施設における業務継続計画策定等の努力義務化 

（６）感染症等の発生及びまん延防止に必要な措置の具体化 

（７）保育所における保健師等のみなし配置に関する乳児の在籍人数要件の見直し 

 

 

２ 改正内容 

（１）児童福祉施設（助産施設、児童遊園及び児童家庭支援センターを除く。）におけ

る児童の安全の確保を図るための計画の策定、当該計画の職員への周知並びに職員

の研修及び訓練の実施を義務化し、定期的に当該計画の見直しを行うこととします。

さらに、保育所及び児童発達支援センターには、保護者に対し、安全計画に基づく

取組の内容等について周知することを義務付けます。 
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（２）施設外活動等のために自動車を運行する場合、乗降車の際に点呼等の方法によ

り児童の所在確認をすることを義務付けます。また、保育所及び児童発達支援セン

ターの通園用の自動車にはブザー等の車内の児童の見落とし防止装置を備えるこ

とも義務付けます。 

（３）他の社会福祉施設と併設されている児童福祉施設において行う保育に支障がな

い場合には、当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併設する他の社会福祉施設

と兼ねることができるものとします。 

（４）民法における懲戒権の規定が削除されたことに伴い懲戒権に関する規定を削除

し、一方で今般の児童を取り巻く状況を考慮し不当な行為の禁止を義務付けます。 

（５）感染症や災害が発生した場合でも、必要なサービスが継続的に提供できる体制

を構築する観点から、業務継続計画を策定します。また、職員への周知、研修及び

訓練を実施し、当該計画の定期的な見直しに努めなければならないこととします。 

（６）感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、研修及び訓練の定期的な実

施に努めなければならないこととします。 

（７）保育所における保健師等を一人に限り保育士とみなす措置について、乳児の在

籍人数の要件を撤廃します。 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

  ※２（１）安全計画の策定（保育所を除く。）及び（２）の車内の児童の見落とし

防止装置の設置については令和６年３月３１日まで経過措置あり。 
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港
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
非
常
災
害
対
策
） 

（
非
常
災
害
対
策
） 

 
 

２
～
５ 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

（
安
全
計
画
の
策
定
等
） 

 

第
七
条
の
二 

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
児
童
遊
園
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
児

童
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
の
安
全
点
検
、

職
員
、
児
童
等
に
対
す
る
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
を
含
め
た
児
童
福
祉
施

設
で
の
生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
指
導
、
職
員
の
研

修
及
び
訓
練
そ
の
他
児
童
福
祉
施
設
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当

該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も

に
、
前
項
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

保
育
所
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
児
童
の
安
全
の
確
保
に
関
し
て
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保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く

取
組
の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
定
期
的
に
安
全
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ

て
安
全
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
） 

 

第
七
条
の
三 

児
童
福
祉
施
設
は
、
児
童
の
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め

の
移
動
そ
の
他
の
児
童
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る
と
き
は
、
児
童

の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
児
童
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
児
童
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

保
育
所
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
児
童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自

動
車
（
運
転
者
席
及
び
こ
れ
と
並
列
の
座
席
並
び
に
こ
れ
ら
よ
り
一
つ
後
方
に

備
え
ら
れ
た
前
向
き
の
座
席
以
外
の
座
席
を
有
し
な
い
自
動
車
そ
の
他
利
用
の

態
様
を
勘
案
し
て
こ
れ
と
同
程
度
に
児
童
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と

認
め
ら
れ
る
自
動
車
を
除
く
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動

車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
児
童
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
を
備
え
、

こ
れ
を
用
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
所
在
の
確
認
（
児
童
の
降
車
の
際
に
限
る
。
）

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
中
略
） 
（
中
略
） 

 
 

（
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
の
設
備
及
び
職
員
の
基
準
） 

（
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
の
設
備
及
び
職
員
の
基
準
） 

第
十
条 

児
童
福
祉
施
設
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
は
、

第
十
条 

児
童
福
祉
施
設
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
は
、
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必
要
に
応
じ
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
職
員
の
一
部
を
、
併
せ
て
設

置
す
る
社
会
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
職
員
に
兼
ね
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

必
要
に
応
じ
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
職
員
の
一
部
を
、
併
せ
て
設

置
す
る
社
会
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
職
員
に
兼
ね
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
入
所
者
の
居
室
及
び
各
施
設
に
特
有
の
設
備
並
び
に
入
所
者
の
保
護
に

直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
入
所
者
の
居
室
及
び
各
施
設
に
特
有
の
設
備
並
び
に
入
所

者
の
保
護
に
直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
保

育
所
の
設
備
及
び
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
う
保
育
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
不
当
な
行
為
の
禁
止
） 

（
懲
戒
に
係
る
権
限
の
濫
用
禁
止
） 

第
十
三
条 

児
童
福
祉
施
設
の
長
は
、
入
所
中
の
児
童
に
対
し
て
法
第
四
十
七
条

第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
親
権
を
行
い
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
児
童
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
身
体
的

苦
痛
を
与
え
、
人
格
を
辱
め
る
等
不
当
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
十
三
条 

児
童
福
祉
施
設
の
長
は
、
入
所
中
の
児
童
に
対
し
、
法
第
四
十
七
条

第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
親
権
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
懲
戒
す
る
と
き
又
は

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
に
関
し
当
該
児
童
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
身
体
的
苦
痛
を
与
え
、
人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
権
限

を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

 

第
十
三
条
の
二 

児
童
福
祉
施
設
は
、
感
染
症
又
は
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い

て
、
利
用
者
に
対
し
支
援
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
し
、
及
び
非
常
時
の
体
制

に
お
け
る
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「 

業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
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な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
児
童
福
祉
施
設
は
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と

と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

３ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に

応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

第
十
三
条
の
三 

（
略
） 

第
十
三
条
の
二 

（
略
） 

（
衛
生
管
理
等
） 

（
衛
生
管
理
等
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が

発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
職
員
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒

の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん

延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

児
童
福
祉
施
設
は
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が

発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
～
５ 

（
略
） 

３
～
５ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 
（
中
略
） 

 
 

（
職
員
） 

（
職
員
） 

第
七
十
三
条 

（
略
） 

第
七
十
三
条 

（
略
） 
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２
～
８ 

（
略
） 

２
～
８ 

（
略
） 

９ 
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事

業
所
等
（
港
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
港
区
条
例
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
場
所
を
除
く
。
）

を
い
う
。
第
七
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児
童
と
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ

ー
に
入
所
し
て
い
る
障
害
児
と
を
交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支

障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
職
員
） 

（
職
員
） 

第
七
十
七
条 

（
略
） 

第
七
十
七
条 

（
略
） 

２ 

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事

業
所
等
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児
童

と
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
入
所
し
て
い
る
障
害
児
と
を
交
流
さ
せ

る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援
に

直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

 
 

 

付 
則 

 
 

 

付 

則 

（
施
行
期
日
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

（
略
） 

１ 

（
略
） 

（
経
過
措
置
） 

（
経
過
措
置
） 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

第
四
十
三
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
保

育
所
に
勤
務
す
る
保
健
師
又
は
看
護
師
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
健
師
等
」

と
い
う
。
）
を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

乳
児
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識

及
び
経
験
を
有
す
る
保
健
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
保
健
師
等
が
保
育
を

行
う
に
当
た
っ
て
当
該
保
育
所
の
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

乳
児
四
人
以
上
を
入
所
さ
せ
る
保
育
所
に
係
る
第
四
十
三
条
第
二
項
に
定
め

る
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
当
該
保
育
所
に
勤
務
す
る
保
健
師

又
は
看
護
師
を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

６
～ 

 

（
略
） 

６
～ 

 

（
略
） 

 
 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
十
三

条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の

は
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
「
実
施
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は

「
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
「
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う

努
め
る
」
と
す
る
。 

 
 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
十
三

条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の

は
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
「
実
施
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は

「
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
「
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う

努
め
る
」
と
す
る
。 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

12 

12 

13 

13 14 

14 

8



 

7 

 
 

 
 

 
付 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
 

（
経
過
措
置
） 

 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ
の
条

例
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
講

ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
「
実
施
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
実
施

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
「
周
知
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
周
知

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

 

３ 

改
正
後
の
条
例
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
保
育
所

及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
児
童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車

（
同
項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
う
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
自
動
車
に
同
項
の
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
児
童
の
見
落
と
し
を
防

止
す
る
装
置
（
以
下
「
ブ
ザ
ー
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
こ
と
及
び
こ
れ
を

用
い
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
児
童
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
当
該
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す

る
保
育
所
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
ブ
ザ
ー
等
の
設
置
に
代
わ
る
措
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8 

置
を
講
じ
て
児
童
の
所
在
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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